非核三原則の堅持を求める意見書（案）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本共産党前橋市議団
 
原爆投下の惨禍を経験した日本は、唯一の戦争被爆国として、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を掲げ国是として堅持してきた。しかしながら、高市政権は、国家安全保障戦略など安保関連３文書の来年末までの改定に際し、「非核三原則」の見直しについても議論する方向で検討を行うとしている。高市首相は安保3文書の策定に際し「持ち込ませず」は、米国の「核抑止」の「邪魔になる」として、非核三原則の記述を削除するよう要請したと述べており、国民の間には非核三原則の見直しを不安視する声が広がっている。　　
非核三原則の空洞化を許せば、核持ち込みを平時から認める事で米国の核戦略への加担を一層深め、日本を核戦争の足場にすることにつながる。これは、核廃絶を願う被爆者や広島、長崎の人々、市民の思いに背くものであり、核廃絶を目指す取り組みに逆行するものである。
　非核三原則は、日本の平和と安全保障だけでなく、国際社会の平和と非核化を求める世論と運動の礎となってきた。２０２４年には、原爆被害の実相を語り継ぎ、国際社会の平和と核廃絶を訴えてきた日本原水爆被害者団体協議会（以下「日本被団協」という）が、国際的な貢献が認められてノーベル平和賞を受賞した。非核三原則の見直しに係る国の動きに対して、日本被団協は、「日本に核が持ち込まれ、核戦争の基地になることも核攻撃の標的になることも許すことができません」と訴えている。非核三原則が覆されれば、東アジアに核軍拡競争が生まれ、国家間の緊張が一層高まり、日本及び国際社会の平和と安定が損なわれることは明らかである。また、核兵器の脅威によって安全が保たれるという核抑止論は幻想であり、悲劇を繰り返さないためには核兵器の廃絶しかないとの被爆者の思いを受け止め、恒久平和の実現に向けて主導的役割を果たすべきである。
　よって国に対し、平和な世界の実現を願う被爆地の思いをしっかりと受け止め、国是である非核三原則を堅持することを強く求める。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
